
静録

! 財団法人交流協会(以下「交流協会」という。)及び亜東関係 

協会は、!9 7 5年7月9日に台北において署名された「民間航 

空業務の維持に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の 

取決め」(以下「19 7 5年の取決め」という。)二に関連し、 

双方航空企業の航空業務の運営に係る諸問題につき、1994年 

8月2 9日から31日まで台北において協議を行った。

2 両協会は、!9 7 5年の取決め及び合意議事録を修正すること 

について別添1のとおり合意した。この19 7 5年の取決め及び 

合意議事録の修正は、1 9 9 4年9月2日に効力を生じせしめる 

ものとし、両協会はその実施について必要な関係当局の同意が得 

られるよう相互に協力することに合意した。

3 両協会は、上記2に関連し、另U添2から4までのとおり合意し 

た。ただし、これらの合意は、19 7 5年の取決めの修正が効力 

を生じた日に効力を生じるものとする。

4 交流協会が上記2の修正後の1 9 7 5年の取決めーの1に基づ 

き亜東関係協会に通知する2社目の航空企業は、エアーニッポン

(ANK)とし、亜東関係協会が取決め一の2に基づき交流協会 

に通知する2社目の航空企業は、長栄航空(EVA)とする意図 

を有することを相互に確認した。

5このほか、両協会は日台間の輸送は主として定期便によって輸 

送されるべきであり、不定期便(含む臨時便)はこれを補完する 

性格を有するものであるとの原則を確認した。

6亜東関係協会は、交流協会に台湾側民間航空機が日本の関西国 

際空港に就航することにつき、継続協議を近く行いたい旨強く求 

めた。交流協会は、今次協議においては右要求への対応が困難で 

あるが、右要求に留意するとした。

19 9 4年8月3I日 台北にて

財団法人交流協会 亜東関係協会

科あ・
杉本信行 林錦清
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(別添2)

財団法人交流協会(以下「交流協会」という。)及び亜東関係協会は、本議事録^添1 
の「民間航空業務の維持に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決めの修正 

に関する取決め」により修正された19 7 5年7月9日に台北において署名された「民間 

航空業務の維持に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「取決 

め」という。)ーの5に基づき、日台間の定期航空業務の運営に関し、必要な輸送力を次 

のとおり取り決める。

!旅客輸^力

⑴ 日本側航空企業:週間7 6. 5単位

(注)このうち

1 以遠区間に係る輸送力は、週間12. 〇単位とする。

2取決めーの1の(a)及び(b)の路線に係る輸送力は、週間6 3. 〇単 

位とする。

3 取決めーの1の(c)の路線に係る輸送力は、週間7. 5単位(週5便 

まで)とする。

4 取決めーの1の(d)の路線に係る輸送力は、週間6. 〇単位(週4便 

まで)とする。

(2)台湾側航空企業:週間6 6. 5単位

(注)このうち

1 以遠区間に係る輸送力は、週間12. 〇単位(東京以遠区間は、週9 

〇単位)とする。ただし、東京以遠太平洋区域にB 7 4 7を使用して 

週5便を運航する場合は、以遠区間に係る輸送力は、週間13. 〇単位 

(東京以遠区間は、週10. 〇単位)とする。

2取決めーの2の(a)、(b)及び(c)の路線に係る輸送力は、週間5 9 

.〇単位とする。ただし、このうち取決めーの2に基づき亜東関係協会 

が交流協会に対して通知する二社目の航空企業は福岡一台北路線のみを 

運航することとし、その輸送力は、週間6. 〇単位(週4便まで)とす 

る。

3取決めーの2の(d)の路線に係る輸送力は、週間7. 5単位(週5便 

まで)とする。

⑶ 取決めーの2に基づき亜東関係協会カ浚流協会に対して通知する二社目の航空企業 

及び取決めーの1に基づき交流協会が亜東関係協会に対して通知する二社目の航空企



業は、福岡一台北路線においてそれぞれの輸送力の枠内で、双方の航空当局の承認す 

る商業上の取決めを行うことを条件として共同運航を行うことができる。

2 貨物輸送力:現状のとおりとする。すなわち、

⑴ 日本側航空企業:週間4. 〇単位

(注)このうち、2. 〇単位は、東京一台北路線において使用するものと 

する。

⑵ 台湾側航空企業:週間2. 0単位

3溯係数

B 7 3 7

B 7 6 7

DC 1 O/L1 0 11ZA3 0

MD 11(3 〇 〇席未満)ZB

MD 11(3 〇 〇席以上)/B

B 7 4 了 F

〇. 7単位

1. 2 5単位

〇Z

7 4 7 SP

1. 5単位

7 4 7/ 2. 0単位



(別添3)

財団法人交流協会(以下「交流協会」という。)と亜東関係協会は、本議事録別添 

!の「民間航空業務の維持に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め 

の修正に関する取決め」により修正された19 7 5年7月9日に台北において署名さ 

れた「民間航空業務の維持に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め 

」(以下「取決め」という。)ーの7に基づく関係航空企業間の業務取決めに関し、 

次のとおり取り決める。

1日本アジア航空と中華航空(台湾)との間、及び取決めーの2に基づき亜東関係 

協会が交流協会に対して通知する二社目の航空企業と取決めーの1に基づき交流協 

会が亜東関孫協会に対して通知する二社目の航空企業との間のそれぞれで取決め一 

の7にいう業務代理等に関する業務取決めを締結し、、両協会の承認を得るものとす 

る〇

21の業務取決めには少なくとも次の趣旨の内容を含むものとする。

〇 両企業は、相手の領域においては、相互にG S A及びグランドハンドリングに 

ついて委任すること。

〇相手の領域において、連絡駐在員を派遣する場合には、その定員につき双方が 

合意すること。



(別添4)

財団法人交流協会と亜東関係協会は、本議事録別添1の「民間航空業務の維持に関 

する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決めの修正に関する取決め」により 

修正された19 7 5年7月9日に台北において署名された「民間航空業務の維持に関 

する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「取決め」という。) 

ーの5に基づき、日台間の旅客チャーター便の運航について次のとおり取り決める。

1 旅客チャーター便の運航は、原則として取決めーの1及び2にいう航空企業に限 

り認められること〇

2旅客チャーター便の運航は、原則として取決めーの!及び2に掲げる商業航空路 

線以外の路線に限り認められること。

3 旅客チャーター便の年間の総数は、それぞれ4 〇 〇便までとする。いずれの一方 

の協会が、をの航空企業の旅客チャーター便の総数がこの制限を超えることとなる 

可能性があると判断した場合は、事前に他方の協会に対しその旨通知し、同意を得 

るものとする。


